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お
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す
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で
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だ
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「
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り
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し
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税
務
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提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
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記
し
て

あ
る
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つ
い
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、
滅
失
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手
続
き
を
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ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ

ら
の
手
続
き
が
行
わ
れ
ず
、
税
務
課
で

確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
引
き
続
き

課
税
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
「
家
屋
取
り
壊
し
届
」
の
用

紙
は
、
税
務
課
に
あ
り
ま
す
の
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
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税務署からのお知らせ
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平成22年分青色決算説明会

　このたび、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、
所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。そこで、このような年金に係る税務上の
取り扱いを改めることとしましたので、お知らせします。平成17年分から平成21年分までの各年分につい
て、所得税が納め過ぎとなっている方につきましては、その納め過ぎとなっている所得税が還付となります。
　お手数をお掛けしますが、必要な手続き（更正の請求または確定申告など）をしていただきますようお願いし
ます。
　この取り扱いの変更の対象となる方や所得税の還付の手続きについては、国税庁ホームページ（www.nta.
go.jp）をご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせください。

▶注　　意　・平成17年分について、早い方は平成22年12月末が還付できる期限となりますので、早目の
　　　　　　手続きをお願いします。
　　　　　・受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合、実際に相続税や贈与税の

　　　　　納税額が生じなかった方も対象となります。
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平成22年分青色決算説明会
　税務署では、青色決算書の作成方法や作成に当たっての注意点などについて、説明会を開催します。

▶注意事項　・いずれの会場へお越しいただいてもかまいません。
　　　　　　・加須市騎西生涯学習センターは駐車場が狭いため、車での来場はご遠慮ください。

▶問い合わせ　行田税務署☎556－2121（自動音声案内）

対　　　象 日　　　時 会　　　　場 対象地区

営業・不動産
所得関係

12月2日(木) 
午前10時～正午

豊野台テクノタウン管理センター
加須市豊野台1ー345ー10

旧大利根町
旧北川辺町

12月2日(木) 
午後２時～４時

加須市騎西生涯学習センター（キャッスルきさい）
加須市根古屋633ー10 旧騎西町

12月3日(金) 
午前10時～正午 行田市商工センター（401研修室） 行田市

12月6日(月) 
午後２時～４時

パストラルかぞ（小ホール）
加須市上三俣2255 加須市

12月7日(火) 
午前10時～正午

羽生市民プラザ（大会議室）
羽生市中央3ー7ー5 羽生市

農業所得関係 12月7日(火) 
午後２時～４時

ほくさい農業協同組合本店
羽生市東7ー15ー3

行田税務署
管内


